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気候変動問題 
 

１．背景・気候変動問題の今 

 

(1) 気候変動問題とは 

 
気候変動問題は、人類が二酸化炭素やフロンなどの温室

効果ガスを大量に排出していることから大気が暖められ、

地球全体の平均気温の上昇を招いている問題です。地球の

平均気温の上昇がもたらす影響は、降水量の変化による洪

水・干ばつの頻発、水不足の深刻化、また、生物種の絶滅

や、熱波や感染症等の健康被害などに広がり、人類の生活

基盤を脅かす地球規模の深刻な問題となっています。また、

気候変動問題は、一部の先進国による化石燃料の大量消費

が引き起こした問題でありながら、その被害は、脆弱で、

気候変動に対処する資金や技術が十分に備わっていない

途上国により大きく起こるという不公平な結果を招いて

おり、アフリカ諸国の現状にみられるような、既に極度に

深刻化している貧困や人権問題の困難な状況をさらに悪

化させ、南北問題を拡大させる要因にもなっています。環

境破壊によって生活基盤を奪われ、その結果移動（移住）

を余儀なくされた環境難民と呼ばれる人々は 2010 年まで

に 5000 万人に達すると推定されており、気候変動がこれ

を加速する要因ともなっています。 

 昨今では、G8 サミットや国連総会など、国際政治の場

での中心議題として取り上げられ、世界の首脳たちが緊急

に取り組むべき課題となっています。  

 

(2) 気候変動問題による影響 

 
世界の科学者が集結して取りまとめた 2007 年の「気候

変動に関する政府間パネル（IPCC）第 4次評価報告書」で

は、大気中の温室効果ガス濃度は産業革命前のレベルから

約 3 割増加し、過去 100 年で世界の平均気温は 0.74℃上

昇したとしています。また、これまでに起こった気温上昇

によって、既に 9割の自然環境が気候変動の影響を受けて

いると報告しています。 

さらに今後2030年までは10年当たり0.2℃の気温上昇

を避けることはできないとされています。気温の上昇が

1990年レベルから1.5～2.5℃を超えると最大30％の種の

絶滅リスクが高まり、ほとんどのサンゴは白化してしまい

ます。また、1～3℃の気温上昇で、洪水と暴風雨による損

害の増加、熱波、洪水などによる死亡率の増加、低緯度地

域の穀物生産性の低下、数億人の水不足などを招いてしま

います。 

IPCC 報告書は、気候変動問題がもたらす影響が想像以

上に大きなスケールで進み、生物多様性や貧困の問題とも

密接に関係しながら複合的に拡大していくことを警告し

ています。 

 

(3) 求められる世界経済・社会システムの転換 

 
工業化によって築き上げられた現代の文明は、化石燃料

やフロンなどの物質を大量に消費することで成り立って

います。しかし、気候変動が顕在化した今、資源を浪費し

て二酸化炭素を大量に放出しながら発展するあり方を一

刻も早く転換しなければ、持続可能な社会を築くことがで

きないばかりか、これまで人類社会が営々と築いてきた文

明社会の崩壊すら現実味を帯びてきています。私たちは、

今日の経済社会のあり方そのものについて多面的に問い

直し、転換しなければならないときにきています。 

また、気候変動問題が、生物多様性や貧困問題等、さま

ざまな問題を複合的に悪化させていることについて、国際

社会はより大局的な視点を持ち、これらの問題についても

同時に解決することが求められています。 

 

２．これから何が必要か 

 

(1) 気温上昇幅を工業化以前のレベルから

2℃未満に 

 
大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ、気温上昇

を抑制するためには、温室効果ガス排出量の大幅な削

減が必要です。IPCC は、今後20年程度の削減努力によ

って長期的な気温上昇とそれに対応する影響の大きさ

が決まるとしており、工業化前の気温から 2.0～2.4℃

の上昇に抑えるためには、2015 年までに世界の二酸化

炭素排出がピークを迎えるようにし、2050 年には 2000

年比で 50～85％の削減をすることが必要になるという

シナリオを示しています。そして、このシナリオの実

現は、適切な投資、技術開発などへの適切なインセン

ティブがあれば、現在実用化されている技術と、今後

10 年のうちに実用化される技術の組み合わせで達成可

能であることを示しています。 

 

気候変動が危険な水準に達するのを避けるためには、

地球の平均気温上昇を工業化（1850 年頃）前のレベル

から 2℃未満に止めるべきです。IPCC の予測では、そ

れ以上の気温上昇はさらに多くの生態系や人的被害を

拡大するものであり、許容できるレベルとは言えませ

ん。 
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(2) 京都議定書第一約束期間に続く 2013 年以降

の効果的な枠組み 
京都議定書は、2008～2012 年の先進国の削減数値目標

を定めたもので、先進国全体で 1990 年レベルから少なく

とも 5％の削減を義務付けました。しかし、中長期的には

さらに大きな削減をしていかなければなりません。気候変

動の被害を最小限に抑えるためには、気温上昇を工業化前

に比べ 2℃未満の抑えることをめざし、高い削減目標と実

効性のある国際的な枠組みに合意し、それを確実に実行す

ることが求められています。 

国連の気候変動枠組条約（UNFCCC）と京都議定書の締約

国会議のプロセスでは、2009 年末の合意を目指して、2013

年以降の次期枠組みを策定することになっています。国際

的には、この合意の実現が最大の課題となっています。 

 
３．G8 と気候変動問題 

 

これまでも気候変動問題は G8 の議題として取
り上げられてきましたが、2005 年のイギリスでのG8以降

は、主要議題として位置づけられ、世界の首脳たちが緊急

に対処すべき重要な政治課題になっています。 

2005 年のイギリスのグレンイーグルズ・サミットで、

気候変動問題に関して主要途上国も交えて国際的な取り

組みを話し合う「グレンイーグルズ・ダイアログ」が立ち

上げられ、フォローアップが実施されています。2007 年

のドイツのハイリゲンダム・サミットでも気候変動が主要

議題とされ、2050 年までに世界の温室効果ガス排出量を

少なくとも半減すべきことを真剣に検討することや、国連

の気候変動枠組条約（UNFCCC）のプロセスが今後の世界の

取組みの交渉の場であること、2009 年までに次期の国際

的な枠組みについて合意することが必須であることが確

認されました。2008年に予定されるG8北海道・洞爺湖サ

ミットでは、グレンイーグルズ・ダイアログにおける検討

結果が報告される予定になっていること、また、UNFCCC

の場で 2009 年の合意を目指して国際的な枠組み交渉が進

められていることから、気候変動問題は主要議題のひとつ

として位置づけられています。福田首相も、今回のサミッ

トの主要議題は気候変動であることを明言しています。 

 

４．G8 北海道・洞爺湖サミットに求めること 

 
洞爺湖サミットは、グレンイーグルズ･ダイアログの検

討結果の報告を受け、気候変動問題の解決に向けて大きな

前進を図るサミットとすることが必要です。そのためには、

今後の温室効果ガスの大幅削減と気候変動が途上国にも

たらす悪影響への対応に向けて、G8 が政治的な強いメッ

セージを打ち出し、具体的な解決策を導き出す役割を果た

すべきです。 

G8 において各国首脳が、中長期に温室効果ガスを大幅

削減する世界全体および先進国の目標レベルを共有する

こと、そのための先進各国の取り組みを強化していくこと

に合意することは、今後の国連における交渉を加速させ、

2013 年以降の次期枠組みの意味ある合意を実現するため

の重要なステップとなります。また、世界全体で話し合う

UNFCCC の場が今後も引き続き気候変動交渉の主要な場で

あることを再確認し、2009 年の合意を協力的に実現する

ことを最優先すべきことを共有することが、気候変動交渉

を大きく進展させるために重要です。具体的には、気候変

動問題に関して、次の点について確認し合意するべきです。 
 

（１） 中長期の目標について 
 

① 【2度未満目標】気候変動が危険なレベルに達するの

を回避するために、地球の平均気温の上昇は工業化

（1850年頃）前のレベルと比べて「2℃未満」に抑制

する必要があること。 

－IPCC の示す様々なリスクを最小限に抑制するため

の気温目標に合意するべきです。 

② 【長期目標】2℃未満への抑制を実現するために、世

界の CO2 排出量を 2050 年までに 1990 年比で 50％よ

りもはるかに低いレベルに削減すること。 

－2007 年のハイリゲンダム・サミットでは、「2050

年までに半減することを真剣に考慮する」としてEU、

カナダ、日本が合意しましたが、この基準年を「1990

年と比べて」と明示し、G8全体として合意するべき

です。 

③ 【排出ピーク時期】今後 10 年以内に世界の CO2 排出

量がピークを迎えるようにし、その後大幅に削減して

いくこと。 

④ 【先進国の目標】先進国は、2020年までに 1990 年比

で少なくとも 25～40％削減、2050年までに 1990 年比

で少なくとも 80％の削減をすること。 

－世界全体で半減以下にするためには、過去の排出

に責任があり、かつ一人当たり排出量の多い先進国

が率先してより多く削減する必要があります。それ

ぞれの国の責任を明確にするためにも、「共通だが

差異ある責任」の原則を確認して合意するべきです。 

 

(2) 国際的な次期枠組みについて 

 
① 気候変動問題に関する国際的な取り組みについては、

UNFCCC での交渉の前進に最大限の貢献をし、2009 年

末までに京都議定書の第 2 約束期間の削減義務目標

と制度について合意すること。 

－京都議定書の第 1 約束期間（2008～2012 年）に

続く 2013年以降の枠組みについては、UNFCCC の場

で交渉中です。第 1約束期間と第 2約束期間の間に

空白を持たせないよう、2009 年末までに次期削減

目標と制度に合意することが必要です。 

② 次期枠組みは、京都議定書の基本的構造を引き継ぎ、

先進国は、5年程度の短期の目標期間における法的拘

束力のある国別総量削減目標の設定基本とすること。 

－中長期の大幅削減を確実に進めていくためには、

グローバルな排出総量を削減し、その削減を担保し

ていくことが必要です。米国も含めた先進国は今ま

でよりさらに大きな削減が求められます。自主目標

や原単位目標は総量削減目標の代替とはなりえませ

ん。また、セクター別のボトムアップ・アプローチ

は、先進国の総量削減目標に上乗せされる場合のみ、

慎重に検討されることとするべきです。 

③ 途上国のなかでも、一人当たり排出量や経済水準が、

先進国レベルにある国は、先進国同様の削減目標を設

定し、その他の途上国でも、排出量が多く、経済発展

の著しい国については、その排出量（責任の重さ）、

削減可能性、削減能力に応じて排出抑制・削減を進め

る仕組みが必要であること。 

－次期枠組みにおいては、グローバルに排出量を抑

制していくための、排出量が多く、経済発展の著し

い主要な途上国の排出削減への取り組みを位置づけ

ることが必要です。 

④ 次期枠組みには、下で述べる技術移転や適応策、森林

減少対策を具体的に推し進めるための仕組みが含ま
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れること。 

 

(3) 技術移転について 

 

途上国において、持続可能な発展を推進しつつ、排出削

減を促進させるために、省エネルギーや自然エネルギー技

術を中心とした技術開発・技術移転を加速させること。ま

た、先進国の責任として、そのための投資・資金の移転を

大幅に拡大すること。 

－途上国の排出削減を進めていくためには、省エネ技術

や自然エネルギーなどを加速度的に普及することが不可

欠であり、そのための先進国の協力が大きく求められて

います。 
 

(4) 適応策について 

 
① G8 各国は、気候変動がもたらす異常気象などの悪影

響への適応策について、特に脆弱な途上国や貧困層に

もたらされる被害に対して率先して資金や技術供与

を進めること。 

－気候変動は、途上国、とりわけ適応策を講じるこ

とが資金的にも技術的にも難しい後発開発途上国（最

貧国）や小島嶼国により大きな影響・被害を与えてお

り、緊急な対応が求められています。G8各国を始めと

した OECD 諸国の、資金・技術などの支援が緊急に必

要です。 

－適応策はインフラ整備だけではなく、途上国の人々

の生活に配慮した総合的なものであるべきであり、

人間の安全保障の実現を目的とし、権利に基づくア

プローチにしたがって企画・実施されるべきです。 

－適応策を実施するために効果的な資金メカニズム

を構築するべきです。例えばグローバル炭素税や国

際航空への課税、資金の移転などが検討されるべき

だと考えます。 

 

②  環境難民に対する人権侵害（人身売買など）を防止

するために、必要な国際的な法・制度の整備を進める

こと。 

－気候変動の進行によって多くの環境難民が発生し、厳

しい状況に置かれることは避けられません。そうした

人々の人権侵害を防止する必要な法・制度の整備を進

めなければなりません。また、G8 各国を始めとする

OECD 諸国は、政府開発援助のガイドラインの中に環境

難民に対する支援（人身売買への対応を含む）の方針

を明記するべきです。 

(5) 森林減少の防止について 

 
① 世界のCO2排出の4分の1の排出を占める森林減少の
防止に積極的に取り組み、現地コミュニティのニーズ

を最優先して技術供与と資金拠出を行うこと。 

－途上国の森林減少・劣化によるCO2 の排出は膨大で

あり、気候変動影響に対する途上国のコミュニティの

脆弱性を高めることになります。これを防止するため

の対策が緊急に求められています。 

－新たな技術供与と資金拠出を行う際には、現地コミ

ュニティのニーズを最優先し、腐敗やガバナンスの悪

化をもたらさないよう十分な配慮が必要です。 

② 1998 年～2002年の G8森林行動計画、2005 年 G8 グレ
ンイーグルズ行動計画などを通して取り組んできた

違法伐採問題へのアクションをより一層強化・推進す

ること。 

－森林減少・劣化を早急に抑止するためには、これ

を引き起こす主要な要因である、森林ガバナンス、

腐敗、林産物貿易の問題に取り組むことが不可欠で

す。G8各国は違法伐採された林産物の主要消費国と

しての責任に鑑み、政府調達方針、違法木材取引の

規制、木材ライセンス制度の導入・強化、生産国に

おいて透明性の向上支援など具体的な対策を速やか

に実施することが必要です。 

 

(6) エネルギーについて 

 
③ 特に途上国における貧困層のエネルギーへのアクセ
スが可能となるよう、十分な貢献すること。 

－電気などのエネルギーサービスは、人間の基本的

ニーズであり、公平なアクセスを保障することが必

要です。 

④ 石油や石炭などの化石燃料や原子力への依存から脱
却し、エネルギーシステム全体を、省エネルギーを進

めながら自然エネルギーを最大限活用する持続可能

な方向に転換すること。 

－気候変動の主要因は化石燃料の燃焼であることか

ら、そこから脱却することをまず基本とし、太陽光

や太陽熱、風力などの自然エネルギーを大幅に普及

させることが必要です。また、危険な事故の恐れや

放射性廃棄物の問題、そして核拡散のリスクをとも

なう原子力発電は対策手段とするべきではありませ

ん。 

⑤ 各国政府および世界銀行などの国際金融機関による
化石燃料や原子力への補助金・投資を撤廃し、自然エ

ネルギー・省エネルギーへの投資を拡大すること 

－各国政府や世界銀行をはじめとする国際金融機関

などによる投資の多くは、現在でも化石燃料起源の

エネルギーに注がれ、社会的及び環境的悪影響を及

ぼしています。これを大きく改善することが必要で

す。 

 

５．議長国・日本に求めること 

 

(1) 社会経済システム転換への強い決意と達成

手段についての方向性の明示 
 気候変動問題の影響を危険なレベルに至らない程度に
抑制できるかは、今後 10～20 年の排出削減努力が重要な

決め手となります。日本などの先進国に求められている削

減は非常に大きなもので、それを実現するためには、化石

燃料に依存した現在の社会経済システムを抜本的に見直

し、これまでの経済発展のあり方を大きく変革する努力と、

達成手段についての方向性を明示して、そこに向かう強い

決意が必要です。 

洞爺湖サミットの議長国・日本は、その実現に向けた強

い決意を示し、リーダーシップを発揮しなければなりませ

ん。 
 

(2) 中期総量目標の設定と実効性のある政策

措置の早期導入 
日本は、国内においていまだ温室効果ガスの排出増加傾

向が続いており、京都議定書の第 1 約束期間である 2008

～2012 年の 6％削減目標には 13.8％もの開きがあり、目

標達成はほど遠い状況にあります。しかし、目標達成のた

めの行動は遅々として進まず、効果的な政策措置の導入は

先送りされ、化石燃料依存型のエネルギー多消費社会が続

いています。日本が洞爺湖サミットにおいて、気候変動問
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題を主要議題として取り上げて世界をリードしようとす

るには、まず、日本が低炭素型社会の構築を率先して行い、

自らの排出削減を軌道に乗せていくべきことは言うまで

もありません。 

洞爺湖サミットは、京都議定書の第 1約束期間が始まる

2008 年に開催されます。日本が、京都議定書の6％削減を

確実に出来るよう抜本的な政策転換を図り、G8 諸国及び

主要途上国に対してそれを示すことは、日本の努力に対す

る信頼を醸成し、洞爺湖サミットにおいて今後のさらに大

きな取組みへの合意に結び付けることにつながります。具

体的には次のことを実現することによって、リーダーシッ

プを図るべきです。 

① G8 開催の数か月前までには、日本としての中期（2020
年）の温室効果ガス総量削減目標を、90年比25～40％

削減の幅で設定し、より大きな排出削減を進める方

針を示すこと。 

② 2007 年度の京都議定書目標達成計画の見直しでも目
標達成のめどは全く立っていないことから、排出量

取引や炭素税、また、主要な固定・移動発生源に対

する排出規制などの実効性ある政策措置を早期に導

入する方針を固め、その準備を直ちに開始すること。 

 

サミットの成功につなげるためにも、こうした国内政策

の強化は不可欠であり、喫緊の課題です。 

       

                  以上

 

 

 



  6

生物多様性問題 
 

１．背景・生物多様性の問題は今 

 

(1) 生物多様性問題とは 

 
生物多様性問題とは、狭義では急速に進行しつつある野

生生物の絶滅や遺伝資源の消失、自然林の伐採や沿岸の埋

め立てなど、生きものやその生息地の消失をさすことが多

く、広義では、絶滅や生息地の消失の背景にある自然資源

の過剰利用・消費、無分別な土地利用を生み出す社会シス

テムの不備・不足など、私たちの社会と自然を巡る幅広い

問題を言います。 

2007 年版の IUCN（国際自然保護連合）のレッドリスト

によると 16,300 種以上の動植物が絶滅のおそれがあると

報告されており、ほ乳類の 5分の 1、鳥類の 8分の 1、両

生類の３分 1が絶滅危惧種となっています。種の絶滅とい

うものは自然の成り行きとしても起こりますが、現代の絶

滅のスピードは自然のスピードの 100 倍から 1000 倍とい

われており、人間による「生息地の破壊」が最も大きな要

因とされています。 

「1 つの種が絶滅したところで一体どうだというん

だ？」という意見もあるかも知れません。しかし、私たち

が生活している地球の環境は、進化にともなって発達した、

さまざまな生物による非常に細かく入り組んだ網目(web 

of life)のようなものだと考えてください。その網目の一

部が壊れるということは、網目そのものの存在にかかわる、

つまりは私たちにもその影響が及ぶということなのです。  

2005 年に公表された国連ミレニアム生態系評価（MA）

によれば、食糧生産のために耕地化された土地の面積は、

1700 年から 1850 年の 150 年間に行われた面積よりも、

1950 年から 1980 年の 30 年間に行われた耕地面積の方が

上まわっていたことが分かりました。急激な人為的な土地

の改変が生物多様性の損失を招いているということを表

しています。また、1990年から2000年にかけて、沿岸の

土地利用や開発で世界のサンゴ礁の 20％、マングローブ

の 35％が喪失または悪化したことが分かっています。 

こうした現状における問題は、私たち人類が持っている

自然に関する知識が、まだまだ少ないということに起因し

ています。地球上に存在する生物の種数は、1500 万種か

ら 3000 万種とも推測されていますが、学術的に認識され

ている種（学名のある種）は、160 万種しかありません。

しかも、地球の生態系の現状について多くの発見をした国

連ミレニアム生態系評価（MA）も、資金不足などの理由か

ら、それに続く新たな調査計画が止まっています。 

 

(2) 生物多様性の損失による影響 

 

悠久の時を経て形成されてきた地質・地形や生態系とそこ

に生育生息する生物の多様さ、すなわち「生物多様性（ま

たは、生命の多様性）」は、人間もその構成員であること

から、私たちの存在基盤であると言えます。生物多様性の

保全は、生態系サービス（自然の恵み）も含め、私たちの

人間社会に欠かすことのできないものです。    図１ 

生態系サービス 

左の図は、私たちが自然から受けている主な生態系サービ

スを挙げたものです。生態系サービスの多くは、広く人間

も含めた多くの生きものが享受している＝恵みです。また、

誰もが公平に得ることができるという性格を持っていま

す。このような生態系サービスを生み出す基盤が生物多様

性なのです。 

 先に述べたように、私たちの社会は、この生物多様性を

破壊してきました。 

また、誰もが公平に得ることができるという生態系サー

ビスの公益性を無視するような自然の使い方、すなわち、

私的利益や取引の対象にすることによって、非持続的な自

然利用が進むとともに、貧困問題の一つである「資源への

不平等なアクセス」を生み出してきました。 

 図２ マングローブ林とエビ養殖場の経済価値 

例えば、ここ十年の間に 30％が消失したといわれるマ

ングローブ林の多くは東南アジアに広がっていましたが、

日本を始めとした先進国への輸出のためのエビの養殖場

へと転換されています。図 2は、マングローブ林をエビ養

殖場へ転換した際の経済的価値（1 ヘクタール・1 年間あ

たり）を私的利益と公的利益とで捉えた図です。私的利益

でのみ捉えた場合、マングローブの木材価値が 90 ドルで

あるのに対し、エビ養殖場にすれば、2,000 ドルの価

値を生み出します。 

しかし、マングローブ林の公的機能で見ると、稚魚

を育てる林として 70 ドル相当の価値があり、嵐や高

潮から海岸線を守るという防潮林機能は 4,000ドル近

い価値があります。また、水質浄化機能や、実はエビ

の生育に必要な環境の提供（注1）などの価値がありま

す。それだけでもマングローブ林はエビ養殖場として

の価値を上回りますが、さらには、土地転換のための

多額の補助金（1700 ドル）、海洋汚染コスト（230 ド

ル）など、エビ養殖場には追加的な負担も生じます。

養殖場としての利益は、民間会社が独占し、補助金や

海洋汚染という負担、防潮林や魚つき林の喪失という

損失・リスクを、特に自然資源を糧に生きる多くの沿

岸部の人々が負っています。 

 2004年の終わりに起こった、スマトラ島沖地震と大

津波は多くの被害者を出しましたが、被害者の多くは

沿岸域に居住する人々で、自然資源に日々の生活を依って

いる低所得者層でした。しかし、同じ沿岸域でも、マング

ローブ林が残っているところやサンゴ礁が健全なところ

では、津波による被害が少なかったのです。 

                                                   
1 ここでは特に、海岸線にあって、魚介類の生息、生育に好影響
をもたらす森林をいう。（1）土砂の流出を防止して、河川水の汚
濁化を防ぐ、（2）清澄な淡水を供給する、（3）栄養物質、餌料を
河川・海洋の生物に提供する、等があると考えられている。 




